
5。 官民一体となって産業構造の改革

(1)通産省予測、質的な需給ギャップの拡大

通産省 「特定サービス産業動態統計調査」によれば、情報サービス産業の雇用判断DI

(従業員の充足感)は、1990年 9月 には80。 2%、 1991年 9月 には66。 1%と 充足感が強かっ

たものが、1992年 9月 には一転 して▲14。 2%と 一気に余剰感が増す状況となっている。

このような状況から雇用調整も本格化するものとみられるが、コンサルティングや提案

の能力を備えた上級技術者およびオープンシステム・ダウンサイジングそしてLANな ど

のネットワーク化に対応した新技術をこなせる技術者は極めて不足しているといわれてい

る(D従来、充足感が強かったメインフレームの事務アプリケーション開発に従事する技術

者は今後、むヒ′ろ過剰となり、代わって新 しい技術基盤を有 し専門高度なニーズに応え得

るノk材が求められる状況となった。初級技術者としてのプログラマをシステムエンジエア

ヘ、そして、より専門技術に優れた技術者へと育成する積極的な対応が望まれるが、効率

的で、かつ効果的な人材育成の体制の充実は多 くの企業で課題とされている。

産構審の中間報告 (1992年 12′弓)によると、2000年 において、 540千人の情報処理技術

者の7く足が予測されている。ここで想定されている技術者は「システムアナリス ト」や「

プロジェクトマネージャlな どの専門分野に特化した技術者であり、今後は情報技術の高

度化や提供サービスの高度化に伴う質的なソフトウエア危機が深刻な問題となってくるに

違いない。

□2000年情報処理技術者の需給予測 ― 産構審 「情報化人材対策小委員会」 ―

人材育

この予測では、名目国内総生産 (GDP)伸 び率・ソフトウエア需要の対GDP伸 び率

・生産性向上を勘案 した一人́当たリソフ トウエア生産高などにより技術者需要が推定され

、供給側については新卒の供給・職種転換・退職率等に基づいて推計されたものである。

ソフトウエア生産性向上と人材供給力向上のために、なお一層の努力が官民あげて必要

であるが、特に、今後は専門分野に特化 した高度な専門知識・技術を備えた優秀な技術者
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の確保が最大の課題であることはいうまでもない。

優秀な情報化人材の将来に向けての確保には、新たな技術者を育成供給するだけでは間

に合わない。現在の技術者の質的転換を図ることが不可欠である。しかし、これは物理的

な転換教育コスト・時間に加えて、現在の情報サービス産業に従事する経営者・技術者ひ

とリー人の意識改:革 も避けては通れない甚だ困難な課題である。この意味で質的観点から

は「ソフトウエア技術者の需給ギャップは、むしろ大きくなって
゛
いる」といえる。

(2)通産省がサービスビジネス改革案を提不

通商産業大臣の諮問機関である産業構造審議会 (産構審)の情報産業部会は、情報サー

ビス市場が未成熟である上に、メーカー・ ソフトハウスともに構造的な不況に陥っている

との認識に基づき、ベンダーのサービスビジネスヘの取組を政策面で支援するため、1992

年 9月 、約 2年振りに活動を再開した。そして、その部会の下に設置された基本政策小委

員会は1992年 12月 「緊急提言―ソフ トウエア新時代一」をまとめた。ここでは、ソフ トウ

エア市場環境を整備するための具体的対策を提言 している。

ロソフ トウェア市場環境整備のための具体的対策

①ソフトウェアの独立性向上によるマーケットメカニズムの確立
・ ソフ トウェア部門の独立性強化
・ハー ドウェアベンダーの技術情報開不

②マーケットメカニズム確立のための基礎条件整備
・取引ルールの確立 (開発作業の共通フレーム策定、契約方式の標準化)

・原価および価格の管理厳格化 (原価計算、価格決定)

③供給体制の効率化
・ベンダーの組織などのリス トラクチャリング促進
・人材の育成
・ ソフ トウェア部門の技術力強化 、́の政府支援策
・ リスクマネーの供給促進 (ベ ンチャー企業の育成)

・ ソフトウェアベンダーの資金調達力などの増強
・良質かつ高付加価値のソフトウェア供給によるマーケットメカニズムの確立

④パソケージソフトリ'ェ ア供給の増大
・パッケージソフトウェアの開発 の流通対策
・違法コピーの防止

⑤ユーザーに求められる対応
・ ソフトウェアの価値認識による適正対価の支払い
・情報システノ、構築のベンダー依存排除
・情報システム構築時のユーザーの役割分担認識

⑥ハー ドウェアベンダーとソフトウェアベンダーの関係適正化
・ ソフトウェアベングーの自主独立とハー ドウ。ェアベンダーとの共存共栄

⑦政府に求められる対応
・ ソフトウェアに関する統計の一層の整備
・政府調達市場の改善

(ソフトウェアの価値認識、総合評価方式の導入_、 複数段階発注方式の標準化)
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この提言では「ソフトウエア」を「広 く、システムの企画・分析・設計などの上流工程や

、場合によっては保守・運用・管理などの工程において提供される知的な情報サービスも

含む」意味で使っているじまた、役務的なソフトウエアの商品化に当たって「サービスウ

エア」といった新 しい概念を採用することも有益だと評価 している。

この提言に呼応する形でサービスビジネス推進を目的に、ソフトウエア売上高に対 して

優遇税告Jが適用され′ることになった。こね′は「プログラム開発準備金制度」のなかに1993

年 4月 「ソフトウエ.ア 高度化整備基盤準備金」を設置したものである。情報サービスを含

むソフトウエアの売上高の一部に対する税金を免除することになる。 しかしながら、こう

ヒ′た政策は少なくとも一時的には不況に苦 Lノ むベンダーを救済することにはならない。こ

れは、あくまでも市場環境を役務型から商品型にンフトすることを狙っている()

(3)モデル契約書に業界が準拠

産構審の 「緊急提言
・
―ソフトウェア新時代―」を受けて業界が動き出した。というより

も不況に喘ぐ業界が通産省に働きかけて、この緊急提言に至ったと言った方が正しいかも

しれない。ハードウェアビジネスからサービスビジネスヘ事業構造の転換を急ぐメインフ

レーマにとっては、市場環境の整備は最重要課題であるからである。このような背景もあ

り、マーケットメカニズムの確立に向けてのルールづ くりは官民一体となって‖贋調に進め

られた。

ロソフ トウエア開発モデル契約書ができる迄

I:IIII11993年:6月I産構審:::=ソ :ア :卜 :ウエアの適正取肇|:を目指:してJ::IIIIII:::

JISA 情報■ビス産業協会
JEIDA日本電子工業振興協会
JUAS 日本システムユーザー協会

::1904年 :B:月 :::::IISA::」EIDA::轟鷹IIユ斎ム開発:の:た:めの共通ル報 i::::l

:IIIII11994年:7月 :::::電子協:::=ソ :フ ::卜 :ウエア開発:モ :

Q多
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①ソフトウエア取引の適性化への提言

緊急提言の一つであるソフトウエア取引のルールについて、1993年 1月 、基本政策小委

員会内部に設置された分科会での議論を集約した。同年 6月 報告書「ソフトウエアの適正

な取引を目指して」をまとめた。

国産構審の報告書で指摘されたソフトウェア取引の問題点と解決のための提言

::問題点
=:シ

:ク ::卜 :ウ :ニア取引の現糠はフ:華 :夕 :そ :オ :■ :プシ:と 三ヽう理想:とはほど遠itヽ■::

I:=III①適正な契約慣行が確立してい:ない ::■■II:::::II:::::■ ■IIIII::::i
::I::::::::::=鰤椿に

':ク

::卜 :ウエ:ア :の価値を反映する余地が:lまとん:どない
=====::|:IIII③価格に対す:るユ■:ザ■の信頼が低い :::::■ ■■IIIIIIIIIII:|

I:IIII④ユ■ザ■は価格や品質に関する情報が得にく:いIII:::::IIIIII:i

②労働量を基準とした価格決定からの脱却、価値や品質の反映
③原価計算の厳格化

IL_≦ 三二上      
や品質・技術力などに関する情報の開示 __     J

報告書は取引の現状を厳 しく批判し、信頼性と透明性の確保を訴えている。具体的な問

題点として、第一に、取引に関して必要な協議事項が契約書に盛り込まれていないなど、

適正な契約慣行は未だ十分に確立されていない。第二に、価格はコス トプライス法により

ソフトウェアの原価を基礎に決定されており、ソフトウ、・ぃアの価値に反映される余地がほ

とスノどない。第二に、原価を基礎とする場合でさえ、原価計算の方法について標準的なル

ールが形成されておらず、ベンダー各社毎に異なるため、■_― ザー6D価格に対する信頼が

低いD最後に、ソフトウェアの価格や品質などについての情報がベンダー側に偏在 してお

り、ユ̀― ザーにとっては十分な情報が利用可能となっていない。と指摘 している。そして

、これらの問題点を解決 し、適正な市場メカ、三_ズ、ど、を確立するには「ベンダーに対する信

頼性」と「取引の透明性」の二つを確保 L′ なければならないと述べている。

更に、この報告書では、取引のルールづくりのポイントとして契約と価格の二つの問題

について提言をまとめている。契約については「きちスノとした手続きを経た_上 で、必要な

項目に漏れなく記述 した契約書を交わすべきだ」と、価格については「単純な原価の積み

上げだけでなく、価値を反映した価格付けをすべきだ」と主張している。
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ロソフ トウエlア取引のルールづくりのポイント

|

契約問題 0仕様の確定・変更、検収、役割分担などの明確化
・知的財産権帰属、秘密保持義務、瑕疵担保:責任範囲の明確化
・ RFP(提 案依頼書)による発注の慣行化
・委任契約と委託契約の区別

・価値を反映した価格の実現 (コ ス トプライス法からの脱却 )

・原価計算の厳密化 (製造原価と一般管理費の規準)

・ システム開発の標準化 (共通フレームの制定)

・技術者ランクの明確化

②取引に関する共通フレームが業界で合意

「
緊急提言―ソフ トウエア新時代一」におけるソフトウエア市場環境整備のベースとな

る「ソフ トウエアを中心としたシステムの取引に関する共通フレーム」が1994年 3月 まと

まった。ソフトハウス・メーカー・ユーザーに共通 したシステム開発の「物差 し」を目指

し、三者の代表団体が共同で策定 したものである。この共通フレームの企画・作成に参加

したのは、情報サービス産業協会 (」 ISA)0日 本電子工業振興協会 (JEIDA)・

日本情報システムユーザー協会 (」 UAS)で ある。これら三団体がシステム開発の統一

的な枠組みで始めて合意 した意義は大きい。

□共通フレームの基本構造

契約作業 III購 ::::入Iプ :::::由 I:セ
=:ス

II:: II:::供 :=給
=プ

:::::菌IセI玖II::

シ
ス
テ
ム
開
発
作
業

::競 :

::設備::

::プロセえ:

`:

|

統一翻
施

願一鳳
施

:問題::

:,11::ιブ::::
:プロセス:

婦一徹
施

II三 __l        L

:::=:::::::::::::|:::::::::::|::::::=:::管 :::::葉 :::::::ノ ::::::菫 ::::::セ :::::ス ::::=::::::::::::=::::::::::::::::::===:::

:プ:直セス■■
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共通フレームが対象 とするのはソフトウエアを中心としたシステム企画・開発 0運用・

保守および、それらに関する諸活動の作業内容である。契約作業とシステム開発作業を切

り分け、各プロセスを構成する具体的な作業同志の関係を明確に定めている。作業項目は

プロセス・アクティビティ・タスクの三階層で表現する。例えば、企画プロセスのなかに

「情報システム構想の立案」というアクティビティがある。そのアクティビティのなかに

「情報化対象業務や情報システムの分析」など複数のタスクが1あ る。システム開発作業の

柱の一つとして管理・環境整備・品質保証などのプロセス群を設けた。

共通フレーム体系は、位置づけが曖味だった分野を明確化 した点が評価できる。実際の

取引では共通フレームに基づいてプロジェクト毎に個別のフレームを組み立てるcユーザ

ー・ベンダーが共通フレームを何処まで使いこなせるかが鍵になる。この共通フレームは

情報システムに関する取引内容の明確化に加え、国際標準化機構 (ISO)の 標準化動向

も考慮 し、国際的な取引への対応も狙っている。作業項目の漏れのチェックや作業分担の

決定、各社の社内作業標準の策定や人材育成に役立つと期待できる
=

国際規格案は1995年 2月 にもISOの IS12207-1と して規格化されることになった。日

本工業規格 (」 IS)化も1995年に予定されており、共通フレームの普及を後押 しするこ

とになる。

③電子協がソフ トウエア開発モデル契約書を発表

この共通フレームの合意を受けて、日本電子工業振興協会 (電子協)は 1994年 7月 「ソ

フトウエ。ア開発モデル契約」を発表 したじこれはNEC・ 沖電気 0東芝・ 日本 IBM・ 日

立・富士通・松下電産・三菱電機の 8社による共同作業で完成ヒノたものである。モデル契

約は「要件定義・設計サービスJ「構築サービス」「運用準備・移行サービス」というソ

フトウエア開発上の三つのフェーズ́に共通する事項と各サービスの内容、実施基準を定め

た「基本契約」に相当する。

□電子協のソフ トウエア開発モデル契約

l①ソフトウエアの範囲 ②開発推進体制 ③■ビスの抽象.的作業内容 ④サービスの責任 ⑤共通 |

L―

―
一

、

じ

_―
― 一

―

― ―

―

一 一

―

一

↓
―

― 一 一

―

一 ― 一 ― ― 一

―

―
―

↓
―

―

― ―

-1

①インプット/アウトップット②作業分担 ③スケジュール ④納入物件 ⑤対価     |
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モデル契約の狙いは、ソフトウェアの仕様や開発作業の役割分担などに対するユーザー

とベンダー間の認識のギャップをなくし、適正な取引慣行を形成することである。このモ

デル契約は仕様の明確化と見積精度の向上を図るため、前フェーズのアウトプットを次フ

ェーズのインプットとして、契約金額・納期を確定 し、各フェーズの契約を締結する「複

数段階契約方式」を採用している。個別契約は対価・スケジュール・役割分担などの具体

的な条件をベンダー毎に社内制度を勘案 して定める。NEC・ 東芝・富士通の 3社は、19

94年 7月 以降の新規契約から順次新形態に切り替える。日立はモデル契約の趣旨に沿った

契約書を既に同年 4月 から運用中、他社は同年 8月 から年内にかけて改定 していく。日本

IBMは現状の契約体系でモデル契約に対応できるので改定予定はないとしている。

(4)業界は人事制度改革

産構審は価格の基準となる技術者ランクの明確化について、技術者の単価をユーザーが

評価するにあたって、異なるベンダーを同じ尺度で比較できるような共通のランク基準が

まとまった。それには産構審の人材対策小委員会が提言 ヒ′ている「新 ヒノい情報化人材像」

を用いるべきだとしているこ

□新 しい情報化、人材像

利用者
システムテスト システムインテグレーション アプリケーション パッケージソフト 袋婁

詳細設計

プログラム 認疑言十
開発テス ト

システムテスト
評 価

ハードウエア
ソフトウエア
の評価
および
そのイン
テグレーショ

ン

::≡ :≡≡≡≡I:≡著:≡≡I≡:≡華≡≡≡

:≡≡≡≡:≡≡≡≡萎菱華芝華≡≡≡≡≡≡≡
:≡≡:華::::≡≡:≡

=華

≡:≡≡≡≡≡
:≡≡≡I芝≡≡≡≡≡≡≡:≡≡≡≡≡
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これは既に、財団法人日本情報処理開発協会の技術者試験センターが1994年秋から新制

度で実施する情報処理技術者試験に組み込まれている(Dこ れは「新 しい情報化人間像」を

ベースとして実施されるもので、人材毎に育成のための標準カリキュラムを定め、それに

応じて試験を行うことになっている。

これに呼応するように1994年度を境に、人事制度を抜本的に改革するコンピュータメー

カーやソフ トハウスが続出している。各社とも社員の業績とスキルを厳 しく管理する人事

制度に切り替えている。

□情報サービス業界各社の人事制度改革とその背景

施
策

|::::::::::::::::::↓ I:::::::::::::::::::::::::::::↓ I::::::::: ↓

●中高年社員の削減
●人件費の削減

●プロフェショナル意識の向上
●高度の専門性とスキルの獲得・発揮
●高い成果の達成

↓

背景く 業績の悪化 情報技術

成果主義

18禁曇覇留磐実
導入
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専門職制度

改革の骨子は、成果主義と専門職制度の強化である。少数精鋭主義で良い製品・提案・

システムをつくり、顧客満足`度 と業績の向上を図ることが狙いである。成果主義の具体策

が「日標管理制度」である。当期の目標を期初に上司と相談 しながら立案 し、期末に、そ

の達成度を評価する仕組みである。

更に、成果を年収と強く連動させる「年棒制」の導入も同時に本格的に始まっている。

日本 IBMは 1994年 3′目から管理職に「年棒制 |を導入した。自ら「年棒制」と、うたっ

ているわけではないが、野村総合研究所・富士通・NECで も「年棒制」の導入が始まっ

た。

成果主義の延長として、いわゆる「裁量労働制」σ)導入も始まった。成果を上げるため

に、どう時間を使っていくか、その労働時間の管理を個人の裁量に任せるものである。会

社として労働者の時間管理を放棄するわけだからタイムカードは廃止することになる。富
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士通や野村総合研究所は、この制度も始めている。

新人事制度の、もう一つの柱が「専門職制度」の強化である。それは専門職のキャリア

パスを明確にするとともに、管理職と同等に処遇 ヒ′ようとするものである。日本 IBMは

1992年度から1994年度にかけて営業部門に必要な専門性を厳密に細分化 し、その専門性に

応 じて専門職を充てる制度を導入 した。NECは専任職を拡充を図る制度を1992年 7月 に

導入し、現在その定着を進めている。

各社の狙いは共通 している。「目標管理制度」・ 「年棒制」・「裁量労働制」など、成

果主義により、社員の専門性、創造性の発揮を促進 し、仕事の進め方や取り組み方に対す

る社員の意識を改革する。「専門職制度」によリプロフェショナル意識を向上させ、高度

の専門性とスキルを発揮させる。これまでの人海戦術から脱却を図る。情報サービス産業

の今後の発展は、この人事制度改革の成否にかかっている。

-36-


